
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の

届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

中

川

清

孝

（
政
党
の
支
部
）

（
イ
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日

氏

名

の

氏

名

所

在

地

日
本
維
新
の
会
衆
議

前
川
清
成

畑
田
典
子

奈
良
市
大
宮
町
一
ー

令
和
二
年
八
月
三

院
奈
良
県
第
１
選
挙

一
二
ー
八

十
一
日

区
支
部

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
イ
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日

氏

名

の

氏

名

所

在

地

今
井
梨
加
後
援
会

柿
本
元
気

相
原
雅

橿
原
市
土
橋
町
三
〇

令
和
二
年
八
月
二

ー
九

十
六
日

小
川
和
俊
後
援
会

小
川
利
有
子

瀬
川
好
弘

橿
原
市
曲
川
町
一
ー

令
和
二
年
八
月
十

五
ー
一
七

九
日

奈
良
県
改
革
協
議
会

藤
野
良
次

藤
野
良
次

奈
良
市
大
宮
町
五
ー

令
和
二
年
八
月
二



三
ー
一
四

十
八
日

奈
良
県
政
策
フ
ォ
ー

髙
柳
忠
夫

寺
田
直
樹

奈
良
市
柳
町
三
一

令
和
二
年
八
月
三

ラ
ム

十
一
日

（
ロ
）
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日

氏

名

の

氏

名

所

在

地

い
お
く
美
里
後
援
会

遠
藤
美
里

遠
藤
美
里

大
和
郡
山
市
高
田
町

令
和
二
年
八
月
三

二
四
五
ー
一
四

十
一
日

（
ハ
）
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日

氏

名

の

氏

名

所

在

地

い
お
く
美
里
後
援
会

遠
藤
美
里

遠
藤
美
里

大
和
郡
山
市
高
田
町

令
和
二
年
八
月
三

二
四
五
ー
一
四

十
一
日
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